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富山県告示第118号 

   物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等につい    

   て 

 県が令和７年度において物品の購入、借入れ、製造、修繕、改造又は売払いの契 

約及び役務（建設工事、建設工事に係る測量等の役務並びに庁舎等の清掃及び設備 

保守点検等の役務を除く。）の提供を受ける契約を一般競争入札又は指名競争入札 

（以下「競争入札」という。）により締結する場合における競争入札に参加する者 

に必要な資格の基準となるべき事項、資格審査の申請の方法、資格の有効期間及び 

当該期間の更新手続等について、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下 

「令」という。）第 167条の５第１項及び第 167条の11第２項の規定により次のよ 

うに定め、令和７年４月１日から施行する。 

  令和７年３月28日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

毎週月.水.金曜日発行 
令和７年３月28日 

金 曜 日 
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第１ 競争入札に参加することができない者 

   次の各号のいずれかに該当する者は、特別の理由がある場合を除き、競争入 

  札に参加することができないものとする。 

  ⑴ 成年被後見人、被保佐人、被補助人若しくは未成年者（被保佐人、被補助 

   人又は未成年者で、保佐人、補助人又は親権者から契約締結のために必要な 

   同意を得ているものを除く。） 

  ⑵ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

  ⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号） 

   第32条第1項各号に掲げる者 

  ⑷ 事業に関し許可、認可等を必要とする場合にあっては、これを得ていない 

   者 

第２ 競争入札に参加させないことができる者 

   次の各号のいずれかに該当する者は、特別の理由がある場合を除き、競争入 

  札に参加することができないものとする。 

  ⑴ 令第 167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その 

   事実があった後２年を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の 

   使用人若しくは入札代理人として使用する者 

  ⑵ 競争入札参加資格審査申請書及びその添付書類に虚偽の事項を記載した者 

   で、その事実があった後２年を経過しないもの 

  ⑶ 競争入札参加資格審査申請書を提出した日の属する年の前年において事業 

   の実績がない者（令第 167条の２第１項第４号に規定する認定を受けた者そ 

   の他知事が特に認める者（第５において「認定者等」という。）を除く。） 

   ⑷ その他、競争入札の公正な実施又は契約内容の履行確保の観点から不適切 

   と認められる者 

第３ 競争入札参加者の資格 

   競争入札に参加することができる者は、知事が、競争入札に参加する者に必 

  要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）の審査の申請をした者に係る 

  次に掲げる事項について審査のうえ、Ａ、Ｂ又はＣの等級に格付けした者とす 

  る。ただし、物品の売払いの契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格に 
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  ついては、この限りではない。 

 １ 経営規模 

  ⑴ 競争入札参加資格の審査の申請をした日の直前の事業年度の決算（申請の 

   日において直前の事業年度の決算が確定していない場合にあっては、その前 

   年の事業年度の決算。以下「直前決算」という。）における自己資本の金額 

   （法人にあっては株主資本及び評価・換算差額等の合計額を、個人にあって 

   は元入金、事業主借及び青色申告特別控除前の所得金額の合計額から事業主 

   貸の額を差し引いた額をいう。） 

  ⑵ 直前決算における機械、車両及び工具その他の備品の価額の合計金額 

  ⑶ 競争入札参加資格の審査の申請をした日の属する月の前月の末日における 

   従業員数 

 ２ 売上金額 

   直前決算及び直前決算の前年の決算の２年間の売上金額により算出した年間 

  平均の売上金額 

 ３ 経営比率 

   直前決算における流動比率（流動資産の額を流動負債の額で除して得た数値 

  に 100を乗じたもの） 

 ４ 事業年数 

   事業を開始した日から競争入札参加資格の審査の申請をした日の翌月１日ま 

  での年数 

 ５ 国際標準規格ＩＳＯ 14001又はエコアクション21（環境省が策定したマネジ 

  メントシステムをいう。以下同じ。）の認証取得状況 

   国際標準化機構が定めた規格ＩＳＯ14001又はエコアクション21の認証取得 

  の有無 

 ６ 障害者の雇用状況 

   富山県内に本店又は主たる営業所を有する者（以下「県内企業」という。) 

  であって、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第 123号。以下 

  「障害者雇用促進法」という。）第37条第２項に規定する対象障害者を雇用す 

  る事業主にあっては、その雇用する対象障害者である労働者の数が同法第43条 
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  第１項に規定する法定雇用障害者数以上であること又は、障害者の日常生活及 

  び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 123号）に規定す 

  る就労継続支援Ｂ型事業所であることの有無 

 ７ 次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第 120号）（以下「次世代法」と 

  いう。）に規定する一般事業主行動計画 

   県内企業であって、同法第12条第１項に規定する一般事業主のうち、常時雇 

  用する労働者の数が29人以下の者にあっては、同項に規定する一般事業主行動 

  計画を策定及び富山労働局長への届出の有無 

 ８ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号） 

  （以下「女活法」という。）に規定する一般事業主行動計画 

   県内企業であって、同法第８条第１項に規定する一般事業主のうち、常時雇 

  用する労働者の数が 100人以下の者にあっては、同項に規定する一般事業主行 

  動計画の策定及び富山労働局長への届出の有無 

 ９ 男女共同参画推進事業の登録状況 

   県からの認証の有無 

 10 とやまエコ・ストアの登録状況 

   とやまエコ・ストア制度推進企業登録の有無 

   県内に複数の事業所を有する場合は、県内の全ての店舗がとやまエコ・スト 

  ア制度の登録を受けていることを証する書類の有無 

第４ 資格審査の申請方法 

 １ 競争入札参加資格の審査を受けようとする者は、様式第１号による競争入札 

  参加資格審査申請書（以下「申請書」という。）を知事に提出するものとする。 

 ２ 申請書及び第５⑷の財務諸表は、日本語で作成するものとする。 

   なお、第５の添付書類（財務諸表を除く。）が外国語で記載されている場合 

  は、日本語の訳文を付記し、又は添付するものとする。 

 ３ 第５の添付書類の金額欄については、出納官吏事務規程（昭和22年大蔵省令 

  第95号）第16条に規定する外国貨幣換算率の例により日本国通貨に換算し、記 

  載するものとする。 

 ４ 申請手続きは、原則として「富山県電子申請サービス（以下「電子申請サー 
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  ビス」という。）」を利用し、全ての書類を電子データで提出するものとする。 

   ただし、やむを得ない事情により申請書類を郵送又は持参する場合は、以下 

  の場所へ提出するものとする。 

   郵便番号 930－8501 

        富山市新総曲輪１番７号 富山県出納局総務会計課    

第５ 申請書の添付書類 

   申請書には、次の書類を添付するものとする。ただし、認定者等が申請をす 

  る場合には、知事が別に定める書類をもって次の書類に代えることができる。 

  ⑴ 誓約書（様式第１号の２） 

  ⑵ 事業概要書（様式第２号） 

  ⑶ 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては市区町村長が発行する身 

   分証明書及び東京法務局が交付する成年後見登記制度における登記されてい 

   ないことの証明書（ただし、市区町村長が発行する身分証明書で登記されて 

   いないことが記載されていればこれを省略できる。）で申請の日前６月以内 

   に交付されたもの 

  ⑷ 財務諸表（法人の場合は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算 

   書や正味財産増減計算書、収支計算書及び財産目録。個人の場合は、所得税 

   青色申告決算書やこれ以外の確定申告書。） 

  ⑸ 納税証明書 

   ア 主たる事務所又は事業所が所在する税務署により賦課された税に係るも 

    ので、申請の日前６月以内に交付された未納がないことを証明するもの 

   イ 申請の日前に富山県により賦課された税に係るもので、申請の日前６月 

    以内に交付された未納がないことを証明するもの 

  ⑹ 事業に関し許可、認可等を必要とする場合にあっては、これを受けている 

   ことを証する書類 

  ⑺ 代理人を定めた場合にあっては、委任状 

  ⑻ ＩＳＯ 14001又はエコアクション21の認証を取得している場合にあって 

   は、ＩＳＯ 14001又はエコアクション21認証取得登録証の写し 

  ⑼ 障害者雇用促進法に基づく雇用状況報告を管轄公共職業安定所の長に報告 
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   している県内企業の者（報告義務のある者に限る。）にあっては、直近の障 

   害者雇用状況報告書の写し 

    上記報告義務のない者にあっては、身体障害者手帳又は療育手帳の写し 

    就労継続支援Ｂ型事業所の者にあっては、就労継続支援Ｂ型事業所である 

   ことを証する書類の写し 

  ⑽ 次世代法第12条第１項に規定する県内企業の一般事業主のうち、常時雇用 

   する労働者の数が29人以下の者であって同項に規定する一般事業主行動計画 

   を策定し、富山労働局長に届出をした者にあっては、当該届出の事実を証す 

   る書類の写し 

  ⑾ 女活法第８条第１項に規定する県内企業の一般事業主のうち、常時雇用す 

   る労働者の数が 100人以下の者であって同項に規定する一般事業主行動計画 

   を策定し、富山労働局長に届出をした者にあっては、当該届出の事実を証す 

   る書類の写し 

  ⑿ 県から男女共同参画推進事業所として認証を受けた者にあっては、当該認 

   証を証する書類の写し 

  ⒀ とやまエコ・ストア制度推進企業として県に登録された者にあっては、当 

   該登録申請書の写し 

    県内に複数の事業所を有する場合は、県内の全ての店舗がとやまエコ・ス 

   トア制度の登録を受けていることを証する書類 

  ⒁ 債主名登録（変更）書兼口座振替届 

   ⒂  110円分の返信用郵便料金 

   ①電子申請の場合にあっては、電子申請サービスを利用し、電子納付するこ 

   と。 

   ②申請書類を郵送又は持参する場合にあっては、 110円分の返信用郵便切手 

   を同封又は持参すること。 

第６ 資格審査の結果の通知 

   競争入札参加資格の審査の結果は、書面により申請者に通知するものとする。 

第７ 資格の有効期間及び更新手続 

 １ 競争入札参加資格の有効期間は、第３の規定による格付けをされた日から当 
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  該格付けの日の属する年の1 0月１日から起算して３年を経過する日までの間と 

  する。 

 ２ 競争入札参加資格の更新を受けようとする者は、有効期間が満了する日の２ 

  月前までに申請書を提出するものとする。 

第８ 申請書記載事項の変更 

   第３の規定による格付けをされた者は、申請書及び添付書類に記載された事 

  項について変更があったときは、速やかに、その内容を知事に届け出るものと 

  する。 

   申請手続きは、第４の４に記載の方法によるものとする。 

第９ 特定調達契約の締結により調達をすることが見込まれる物品等及び特定役務 

  の種類 

   県が令和７年度において富山県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定 

  める規則（平成７年富山県規則第6 8号）第１条に規定する特定調達契約の締結 

  により調達をすることが見込まれる物品等及び特定役務の種類は、次のとおり 

   である。 

  ⑴ 物 品 等  情報システム機器、電気・通信機器、車両類、理化学機械等 

  ⑵ 特定役務  電気通信サービス、電子計算機サービス及び関連のサービス 

         等 

第10  電子情報処理組織による手続等 

 １ 知事は、この告示の規定により書面で行うものとされている申請又は届出を、 

  富山県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成1 5年富山 

  県条例第5 4号）第３条第１項に規定する電子情報処理組織を使用して行わせる 

  ことができる。この場合においては、当該書面により当該申請又は届出が行わ 

  れたものとみなす。 

 ２ 前項の規定による申請又は届出を電子情報処理組織を使用する方法により行 

  う場合については、富山県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する 

  規則（平成1 6年富山県規則第2 2号）第３条の規定の例による。 

第11  その他 

   競争入札参加資格者名簿及び申請者から提出された申請書又は添付書類の内 

  容は、その全部又は一部を公表することがある。 
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様式第１号（第４関係） 

競争入札参加資格審査申請書 

                             年  月  日 

  富山県知事       殿 

                  住所（所在地） 

 

                  商号又は名称 

                  代表者氏名 

 
  富山県が締結する物品の購入、借入れ、製造、修繕、改造又は売払いの契約及び役務（建設工事、 
 建設工事に係る測量等の役務並びに庁舎等の清掃及び設備保守点検等の役務を除く。）の提供を受け 
 る契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格の審査を申請します。 
  なお、物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について（令和７年富山県告 
 示第  号）第１（競争入札に参加することができない者）各号に該当しないこと並びにこの申請書 
 及び添付書類の記載事項のすべては事実と相違ないことを誓約します。 
 
  納入等を希望する主な物品又は役務の種類 
        品目番号     事業品目 
   第１希望  
   第２希望  
   第３希望  
 添付書類 
 必須提出書類                
  １ 競争入札参加資格審査申請書（様式第１号）   
  ２ 誓約書（様式第１号の２）          
  ３ 事業概要書（様式第２号）          
  ４ 登記事項証明書（法人の場合）又は身分証明書及び成年後見登記制度における登記されていな 
   いことの証明書（個人の場合） 
  ５ 財務諸表（２年分） 
  ６ 納税証明書（主たる事務所又は事業所が所在する税務署及び富山県により賦課された税に係る 
   もの） 
  ７ 債主名登録（変更）書兼口座振替届 
  ８  110円分の返信用郵便切手 
 任意提出書類 
  １ 事業に関し許可、認可等を受けていることを証する書類 
  ２ 代理人に対する委任状 
  ３ 国際標準規格 ISO14001又はエコアクション21の認証取得登録証の写し 
  ４ 障害者雇用状況報告書の写し又は身体障害者手帳若しくは療育手帳の写し 
    就労継続支援 B 型事業所であることを証する書類の写し 
  ５ 一般事業主行動計画策定・変更届の写し（「次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第 120 
   号）」に係るもの） 
  ６ 一般事業主行動計画策定・変更届の写し（「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 
   （平成27年法律第64号）」に係るもの） 
  ７ 男女共同参画推進事業所の認定証の写し 
  ８ とやまエコ・ストア制度の登録を受けていることを証する書類 
  ９ 事業を開始して１年を経過していない者で知事が特に認める者にあっては、別に定める書類 
 

作成責任者 役職  氏名  連 絡 先 
電話番号 

 

       
作成担当者 部署  氏名  連 絡 先 

電話番号 
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様式第１号の２（第５関係） 

誓 約 書 

  当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、富山県が実施する 

 物品等の調達契約に係る競争入札参加資格申請を行うに当たり、以下に掲げる項 

 目に該当していないこと及び今後についても該当しないことを誓約します。 

  なお、この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利 

 益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 

  また、貴県から求められた場合には、当方の役員等名簿（役職名、氏名、性別、 

 生年月日及び住所の一覧表）を提出すること、並びに、これらの提出書類から確 

 認できる範囲での個人情報を富山県警察本部に提供することについて同意します。 

 

 １ 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はそ 

  の支店若しくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。） 

  が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律 

  第77号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者 

 ２ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規 

  定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与してい 

  る者 

 ３ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損 

  害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしている者 

 ４ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与す 

  るなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与し 

  ている者 

 ５ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している 

  者 

 ６ 役員等が、相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用し 

  ている者 

 

                             年   月   日  

 

  富山県知事 殿 

 

             住所（所在地） 

             商号又は名称 

             代表者職・氏名 

 
作成責任者 役職  氏名  連 絡 先 

電話番号 
 

       
作成担当者 部署  氏名  連 絡 先 

電話番号 
 

 



  
 

 
様
式
第
２
号
（
第
５
関
係
）
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富山県告示第119号 

   都市計画事業の事業計画の変更認可について 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第63条第１項の規定により都市計画事業の 

事業計画の変更を認可したので、同条第２項において準用する同法第62条第１項の 

規定により、次のとおり告示する。 

  令和７年３月28日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 施行者の名称 

  氷見市 

２ 都市計画事業の種類及び名称 

  氷見都市計画下水道事業 

  氷見公共下水道 

３ 事業地 

 ⑴ 収用の部分 

変更なし 

 ⑵ 使用の部分 

変更なし 

４ 事業施行期間 

  昭和51年３月19日から 

  令和12年３月31日まで 

 

 

富山県告示第120号 

   令和６年度地籍調査事業計画の変更について 

 国土調査法（昭和26年法律第 180号）第６条の３第２項の規定により定めた令和 

６年度地籍調査事業計画を変更したので、同条第５項の規定により次のとおり公示 

する。 

  令和７年３月28日 

                    富山県知事  新    田    八   朗  
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１ 変更に係る調査を行う者の名称及びその調査地域 
 

調査を行う者の名称 事業の内容 調査地域 

南砺市 地籍調査 南砺市荒木町 

２ 変更に係る調査期間 

  令和７年２月28日から令和８年３月31日まで 

 

 

富山県告示第121号 

   令和６年度地籍調査事業計画の変更について 

 国土調査法（昭和26年法律第 180号）第６条の３第２項の規定により定めた令和 

６年度地籍調査事業計画を変更したので、同条第５項の規定により次のとおり公示 

する。 

  令和７年３月28日 

                    富山県知事  新    田    八   朗  

１ 変更に係る調査を行う者の名称及びその調査地域 
 

調査を行う者の名称 事業の内容 調査地域 

富山市 地籍調査 富山市山田沢連 

高岡市 地籍調査 高岡市鴨島町、博労町、南幸町、通町 

氷見市 地籍調査 氷見市上久津呂、下久津呂、粟原、薮田 
   小杉、泊 

砺波市 地籍調査 砺波市庄川町三谷七百山、大蔭平、滝谷､ 
        天野 

立山町 地籍調査 中新川郡立山町釜ヶ渕 

２ 変更に係る調査期間 

  令和７年２月27日から令和８年３月31日まで 

 

 

富山県告示第122号 

   学校法人の行う収益事業の種類についての一部改正について 

 学校法人の行う収益事業の種類について（平成19年富山県告示第 169号）の一部 
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を次のように改正し、令和７年４月１日から施行する。 

  令和７年３月28日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 制定文中「第26条第２項」を「第19条第２項」に改める。 

 第１項中「第26条第１項」を「第19条第１項」に改める。 

                             （学術振興課）  

 

 

富山県告示第123号 

   高志の国文学館の使用料の額についての一部改正について 

 高志の国文学館の使用料の額について（平成24年富山県告示第 317号）の一部を 

次のように改正し、令和７年４月１日から施行する。 

  令和７年３月28日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 表の備考以外の部分を次のように改める。                  
 

品名 単位 金額 

スクリーン １張 880円 

プロジェクター（スクリーン付） １式 2,980円 

拡声装置（有線マイク１本付） １式 2,540円 

ダイナミックマイクロフォン １本 730円 

ワイヤレスマイクロフォン １本 1,370円 

                             （文化振興室）  

 

 

富山県告示第124号 

   知事管理漁獲可能量の設定について 

 漁業法（昭和24年法律第 267号）第16条第１項の規定に基づき、以下の特定水産 

資源に関する令和７管理年度の同項に掲げる数量を、するめいかについては令和７ 
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年３月17日付け、くろまぐろについては令和７年３月13日付けで以下のとおり定め 

たので、同条第４項の規定により公表する。 

  令和７年３月28日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 するめいか、くろまぐろ（小型魚）及びくろまぐろ（大型魚）に関する令和７管 

理年度（令和７年４月１日から令和８年３月31日まで）における漁業法第16条第１ 

項に掲げる数量は、次のとおりとする。 

第１ するめいか 

 １ 富山県に配分された都道府県別漁獲可能量 

    700トン 

 ２ 知事管理区分と知事管理漁獲可能量                   
 

知事管理区分 知事管理漁獲可能量 

富山県するめいか漁業 700トン 

第２ くろまぐろ（小型魚） 

 １ 富山県に配分された都道府県別漁獲可能量 

   110.8トン 

 ２ 知事管理区分と知事管理漁獲可能量 
 

知事管理区分 知事管理漁獲可能量 

富山県氷見漁業協同組合（定置漁業） 67.90トン 

富山県新湊漁業協同組合（定置漁業） 29.31トン 

富山県とやま市漁業協同組合（定置漁業） 4.42トン 

富山県魚津漁業協同組合（定置漁業） 4.05トン 

富山県その他漁業協同組合（定置漁業） 1.32トン 

富山県その他漁業 3.80トン 

第３ くろまぐろ（大型魚） 

 １ 富山県に配分された都道府県別漁獲可能量 

   30.5トン 

 ２ 知事管理区分と知事管理漁獲可能量 
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知事管理区分 知事管理漁獲可能量 

富山県氷見漁業協同組合（定置漁業） 16.94トン 

富山県新湊漁業協同組合（定置漁業） 3.89トン 

富山県その他漁業協同組合 9.67トン 

 

 

富山県告示第125号 

   知事管理漁獲可能量の設定について 

 漁業法（昭和24年法律第 267号）第16条第１項の規定に基づき、以下の特定水産 

資源に関する令和７管理年度の同項に掲げる数量を令和７年３月17日付けで以下の 

とおり定めたので、同条第４項の規定により公表する。 

  令和７年３月28日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 ぶりに関する令和７管理年度（令和７年７月１日から令和８年６月30日まで）に 

おける漁業法第16条第１項に掲げる数量は、次のとおりとする。 

第１ ぶり 

 １ 富山県に配分された都道府県別漁獲可能量 

    101,000トンの内数 

 ２ 知事管理区分と知事管理漁獲可能量 
 

知事管理区分 知事管理漁獲可能量 

富山県ぶり漁業 101,000トンの内数 

 

 

富山県告示第126号 

   定款変更及び新規土地改良事業施行の認可について 

 射水平野土地改良区から申請のあった定款変更及び松木地区の新規土地改良事業 

施行については、土地改良法（昭和24年法律第 195号）第30条第２項及び同法第48 

条第９項において準用する同法第10条第１項の規定により、令和７年３月18日認可 
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した。 

  令和７年３月28日 

                    富山県知事  新  田  八  朗   

 

 

富山県告示第127号 

      土地改良区の定款変更の認可について 

  南砺市土地改良区から申請のあった定款の変更については、土地改良法（昭和24 

年法律第 195号）第30条第２項の規定により、令和７年３月19日認可した。 

     令和７年３月28日 

                    富山県知事  新  田  八  朗  

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

管  理  規  程 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県企業局会計規程の一部を改正する管理規程を次のように定め、公表する｡ 

  令和７年３月28日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県公営企業管理規程第１号 

   富山県企業局会計規程の一部を改正する管理規程 

  富山県企業局会計規程（昭和41年富山県電気局管理規程第16号）の一部を次のよ 

うに改正する｡ 

 第63条の２中「、当該証拠書類に係る件数及び金額についての合計表を添え、こ 

れと帳簿とを照合したうえ」を削る。 

 様式第35号中「印」を削る。 

 様式第36号中「印」を削る。 

 様式第46号中「印」を削る。 

 別表第１勘定科目表電気事業の項の資産 ２ 流動資産の表中 
 
｢ ⑵未収金    

 
 
 

「営業収益」の各科目に整理 
されるべき収益の未収分を整 
理する。 
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 電力料    

   
 営業雑収益 

  
」 

を 
 
｢ ⑵未収金    「営業収益」の各科目に整理 

されるべき収益の未収分を整 
理する。 

 

   
 電力料  

 
  

   
容量確保契 
約金額 

 
 
 

  

   
営業雑収益 

 
 

 
」 

に改め、同項の収益 ８ 収益の表中 
 
｢  水力発電 

電力料 

 
 
 

   

   
電力料 

 
 

  

   
渇水準備 
引当（貸 
方） 

 
 
 
 

 

」 

を 
 
｢  水力発電 

電力料 

 
 
 

   

   
電力料 

 
 

  

   
容量確保 
契約金額 

 
 
 

  

   
渇水準備 
引当（貸 
方） 

 
 
 
 

 

」 

に、 
 
｢  事業外収益  

 
   

   雑収益  
 

 
」 

を 
 

｢  事業外収益  
 

   

  
 

他会計補 
助金 
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収益的支出を負担することを
目的とする他会計からの繰入
金で、返済を要しないもの  

   雑収益 
 
 

 
」 

に改める。 

   附 則 

１ この管理規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この管理規程による改正前の富山県企業局会計規程に定める様式による用紙は、 

 当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

                           （企・経営管理課）  

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

公      告 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

開発行為の工事完了 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第29条の規定により許可した開発行為に関 

する工事が完了したので、同法第36条第３項の規定により公告する。 

  令和７年３月28日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

開発区域又は工区に 
 

含まれる地域の名称 

公 共 施 設 開 発 許 可 を 受 け た 者 

位置･区域 種 類 住    所 氏   名 

射水市市井字畑田390番１
及び390番２   射水市緑町12番14号 

フローラ A102 渡邉 悠貴 

射水市黒河字小谷4617番
１及び4617番４   

射水市黒河新4923番 
地１ 
ボンヌール・E・KⅤ 
-103 

中波 歩夢 
中波 綾香 

 
 

 

  令和７年３月28日印刷発行 

           発 行  富    山    県 

                       富山県富山市新総曲輪１番７号    

                       電話富山 076―444―3153番 


